
学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

義務教育課  

高校教育課  

特別支援教育課  

 

１ 改正理由 

学校管理下における部活動指導業務に係る教員特殊業務手当について、義務教育費

国庫負担金の算定基準が見直されたことに伴い、所要の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

部活動指導業務に係る教員特殊業務手当の支給対象となる業務の範囲及び支給額

を次のとおり改正する。 

 

３ 適用日 

  平成 31年４月１日 

対象業務 

現行 改正後 

支給対象となる 

業務の範囲 
支給額 

支給対象となる 

業務の範囲 
支給額 

部活動指導業務 

 

長野県学校職員

の給与に関する

条例第 24 条の

３第１項第４号

該当 

週休日又は休日等

において業務に従

事した場合で、そ

の業務に従事した

時間が引き続き４

時間程度 

3,600円 

週休日又は休日等

において業務に従

事した場合で、そ

の業務に従事した

時間が引き続き３

時間程度 

2,700円 

半日勤務時間が割

り振られた日の正

規の勤務時間以外

の時間において業

務に従事した場合

で、その業務に従

事した時間が引き

続き４時間程度 

3,600円 

半日勤務時間が割

り振られた日の正

規の勤務時間以外

の時間において業

務に従事した場合

で、その業務に従

事した時間が引き

続き３時間程度 

2,700円 








